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貸金業登録の有無の確認方法・相談窓口などについては裏面をご覧ください。

Ａさん
50万円を借りたが、
高金利で返済が困難に
なり、借金を繰り返して
800万円まで膨らんで

しまった…

Bさん
借りる時に取引先の

債権譲渡通知を書かされた。
後日そのことが取引先に
知られて取引を切られて

しまった…

ＦＡＸ・郵便・ホームページに
だまされてはいけません。
手を出すことによって倒産
の現実的危険がより高
まってしまいます。
また、法的には高金利は返済
義務がないので、相談窓口に
すぐ相談することが重要です。

ヤミ金融被害対策
埼玉弁護団からのメッセージ

埼玉県
彩の国

①貸金業登録のない業者はヤミ金融業者。絶対に借りないで！
②すでに借りてしまった場合はすぐ相談を！対 策

●実際には超高金利でしか借りられません。
●返済が困難になって、返済のための借入れを繰り返し、借金が雪だるま式に膨んでしまいます。
●後の回収の脅しの手段として、多数の書類（手形類・債権譲渡通知・公正証書）を求められることも。

ヤミ金融
の特徴

事業者の方へ

「資金貸します」FAXに
ご用心
「資金貸します」FAXに
ご用心 ―ヤミ金融業者が

　あなたを狙っています―
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●貸金業登録のない業者はヤミ金融業者です。
　絶対に借りないでください。

●貸金業登録のある正規の業者については、
　右記の金融庁のＨＰから確認できます。

●実在の登録業者になりすましているヤミ金融業者も存在します。
　右記のＨＰに記載された電話番号と一致しているか確認しましょう。

●貸金業登録の有無については、次の機関でも確認できます。

すでに借りてしまった場合の相談窓口（埼玉県多重債務対策協議会構成団体）

貸金業登録の有無の確認方法

ヤミ金融との取引・返済に関する相談

ヤミ金融被害に関する相談

埼玉県産業労働部 金融課 TEL 048-830-3794問合せ先

※なかにはヤミ金融の被害回復をかたって高額な支払いを請求する悪質な団体も存在します。
　上記などの信頼できる窓口に相談しましょう。

登録貸金業者情報検索サービス
(金融庁)

http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/

金融庁　貸金業者検索 検 索

埼玉県金融課

東京都貸金業対策課

関東財務局金融監督第５課

日本貸金業協会埼玉県支部

048-830-3794
03-5320-4775
048-600-1151
0570-051-051

ヤミ金融被害対策埼玉弁護団

埼玉司法書士会 総合相談センター

夜明けの会

県民相談総合センター

048-836-3466
048-838-7472
048-774-2862
048-830-7830

けいさつ総合相談センター #9110 又は 048-822-9110

埼玉県マスコット
「コバトン」

埼玉県マスコット
「さいたまっち」
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